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第１号、滋賀県議会訓令第３号、滋賀県教育委員会教育長訓令第14号、滋賀県人事委員会訓令第２号、滋賀県監査委

員訓令第２号、滋賀県労働委員会訓令第１号、滋賀県警察本部訓令第21号）の一部を次のように改正する。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 滋賀県企業庁長 藤 原 久 美 子 

 滋賀県病院事業庁長 正 木 隆 義 

 滋賀県議会議長 有 村 國 俊 

 滋賀県教育委員会教育長 福 永 忠 克 

 滋賀県人事委員会委員長 尾 賀 康 裕 

 滋賀県代表監査委員 河 瀬 隆 雄 

 滋賀県労働委員会会長   田 和 宏 

 滋賀県警察本部長 池 内 久 晃 

 第４条第５項中「総合企画部理事員（人権・同和担当）」を「理事（人権・同和担当）」に、「幹事は」を「本部

員は」に改める。 

第５条第３項中「幹事会議は、」の右に「理事（人権・同和担当）の職にある本部員および」を加え、「総合企画

部理事員（人権・同和担当）」を「理事（人権・同和担当）」に、「幹事が」を「本部員が」に改める。 

別表第１中 「総務部長 」 を
「

 

理事（人権・同和担当）

総務部長 

 

」
に改める。 

 

別表第２中
「 

総合企画部 理事員（人権・同和担当） 

企画調整課長 
 

 

」 
を 

 
「 

総合企画部 企画調整課長 
 

」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

訓 令 

 

滋賀県訓令第８号 

大学連携推進室設置規程を次のように定める。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

大学連携推進室設置規程 

（設置） 

第１条 大学等の高等教育機関との連携等の取組を推進するため、総合企画部に大学連携推進室（以下「推進室」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 高等教育機関との連携および調整に関すること。 

 (2) 高等教育に関すること（他の部課の所掌に属するものを除く。）。 

 (3) 持続可能な開発目標の普及啓発に関すること（教育および企業等との連携に関することに限る。）。 

（職の設置） 

第３条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。 

２ 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則（昭和49年滋賀県規則第22号）第３条ま

たは第６条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第３条の表（課長の項を除く。）

中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。 

（事務決裁） 

第４条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程（昭和55年滋賀県訓令第１号）の定めるところによる。

この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。 
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（庶務） 

第５条 推進室の庶務は、総合企画部高等教育振興課において処理する。 

（その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第９号 

子どもの権利室設置規程を次のように定める。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

子どもの権利室設置規程 

（設置） 

第１条 子どもの権利の侵害に関する相談に係る事案の解決に向けて、滋賀県子どもの権利委員会等に関する事務を

処理するため、子ども若者部に子どもの権利室（以下「室」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 室の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 滋賀県子どもの権利委員会に関すること。 

(2) 子ども・子育て応援センターに関すること。 

（職の設置） 

第３条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則（昭和49年滋賀県規則第22号）第３条または

第６条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第３条の表（課長の項を除く。）中「課

等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。 

（事務決裁） 

第４条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程（昭和55年滋賀県訓令第１号）の定めるところによる。こ

の場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第５条 室の庶務は、子ども若者部子ども若者政策・私学振興課において処理する。 

（その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第10号 

医療福祉連携室設置規程を次のように定める。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

医療福祉連携室設置規程 

（設置） 

第１条 医療福祉に係る人材の確保および育成ならびに連携体制の構築を推進するため、健康医療福祉部に医療福祉

連携室（以下「室」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 室の所掌事務は、医療福祉に係る人材の確保および育成ならびに連携体制の構築の推進に関することとする。 

（職の設置） 

第３条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則（昭和49年滋賀県規則第22号）第３条または

第６条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第３条の表（課長の項を除く。）中「課

等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。 
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３ 前２項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。 

（事務決裁） 

第４条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程（昭和55年滋賀県訓令第１号）の定めるところによる。こ

の場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第５条 室の庶務は、健康医療福祉部健康福祉政策課において処理する。 

（その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第11号 

滋賀県文書管理規程（平成17年滋賀県訓令第14号）の一部を次のように改正する。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

第23条ただし書中「もしくは課長」を「、課長もしくは組織規則第４条第２項に規定する室もしくは訓令によって

本庁の課に置かれる室の長」に改める。 

別表第３の１本庁の項第１号中「高等教育振興課高専設置準備室             高専準」 を 

「高等教育振興課高専設置準備室             高専準 

大学連携推進室                    大推 」 
に、 

「行幸啓室」を「人事課行幸啓室」に、 

「健康福祉政策課                    健福政」 を 

「健康福祉政策課                    健福政 

 医療福祉連携室                    医福連」 
に、 

「子ども若者政策・私学振興課              子若私」 を 

「子ども若者政策・私学振興課              子若私 

 子どもの権利室                    子権 」 
に、 

 
「監理課用地対策室                   用対 

 技術管理課                      技管」 
を 

「技術管理課                      技管 

 用地事業支援課                    用 」 
に、 

 
「広域河川政策室                   広政 

 流域治水政策室                   流政 

 河川・港湾室                    河港」 

 

を 

「河港管理室                     河管 

 河港事業室                     河事 

 流域治水政策室                   流政」 

 

に改め、同表の２地方機関の項中第33号を削り、 

第32号を第33号とし、第31号を第32号とし、第30号の次に次の１号を加える。 

(31) 滋賀県衛生科学センター                衛科セ 

別記様式第８号を次のように改める。 
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様式第８号（第26条関係） 

 
決  裁  添  付  文  書 

 
決裁・承認は、文書管理システムの画面から入力してください。 

 
文 書 発 送 

番 号 第     号 滋 賀 県  

文 書 管 理 

番 号   所 属   
公 開 審 査 

起 案 日   担 当   

決 裁 区 分   職 名   
文 書 審 査 

分 類 コー ド      起 案 者   

保 存 期 間   電 話 番 号   
公 印 
使 用 承 認 

公 開 区 分   非 公 開理 由   

フ ァ イ ル 

管 理 番 号 
  フ ァ イル 名  

文 書 件 名   

公 開 用件 名   

回 議 
 

決 裁 添付 文 

書 の た め、 

レ点でチェッ 

クする。 

□  □  □  □  □  □  

□  □  □  □  □  □  

□  □  □  □  □  □  

 □  □  □  □  □  □  

 □  □  □  □  □  □  

 □  □  □  □  □  □  
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付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第12号 

高専設置準備室設置規程（令和６年滋賀県訓令第20号）の一部を次のように改正する。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

第１条第２項を削る。 

付 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第13号 

滋賀県琵琶湖水政対策本部設置規程（昭和42年滋賀県訓令第９号）の一部を次のように改正する。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

別表土木交通部の項中「広域河川政策室長」を「河港管理室長、河港事業室長」に改め、「、河川・港湾室長」を

削る。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第14号 

滋賀県土地問題協議会設置規程（昭和48年滋賀県訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

別表第２中「監理課長」を「用地事業支援課長」に、「広域河川政策室長 流域治水政策室長 河川・港湾室長」

を「河港管理室長 河港事業室長 流域治水政策室長」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第15号 

滋賀県同和対策本部設置規程（昭和42年滋賀県訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

第２条第５項および別表総合企画部の項中「理事員（人権・同和担当）」を「理事（人権・同和担当）」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

滋賀県訓令第16号 

子ども・子育て応援センター事業実施規程（平成18年滋賀県訓令第46号）の一部を次のように改正する。 

令和７年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

第１条中「子どもが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、子どもを安心して育てることのできる環境づくり（以

下「育ち・育てる環境づくり」という。）」を「子どもの権利が守られる社会づくり」に、「次代の社会を担うすべ

ての子どもを健やかにはぐくむ社会」を「子どもの権利が守られ、全ての子どもが心身ともに健やかに安心して成長

することができる社会」に改める。 

第２条第１項中「育ち・育てる環境づくり」を「子どもの権利が守られる社会づくり」に、「子ども若者部子ども

の育ち学び支援課」を「子ども若者部子どもの権利室」に改める。 

第３条第１号中「育ち・育てる環境づくり」を「子どもの権利が守られる社会づくり」に改める。 

  付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


